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車両の火災対策

はじめに

　戦後間もない1950年頃までは旧国

鉄だけで年間120件1）を超える列車火

災が発生していました。しかし，近年で

は列車火災発生件数は年間数件程度2）

で推移しており，人的な被害が出るよ

うな列車火災事故の発生はまれです。

　鉄道車両の火災対策は過去に発生し

たいくつかの被害の大きな事故などを

きっかけとして前進しており，列車火災

発生件数やそれによる死傷者数も対策

が進むにつれ徐々に減少してきました。

　一方で近年，列車内でのガソリンなど

を用いた放火による火災発生の事例や

モバイルバッテリーからの発煙事象など，

過去には想定していなかった，あるいは

見られなかった事象も発生しています。

　ここでは，鉄道の火災対策の歴史と

今後の展望について車両に関する部分

を中心に紹介したいと思います。

現在の国内基準

　最初に，現在の国内の基準を紹介し

ます。車両の火災対策に関する基準は

「鉄道に関する技術上の基準を定める

省令」3）（以下，省令）の中で定められ

ています。省令は，全11章からなり，

第8章で車両を扱っています。とくに

第8章の第5節は「車両の火災対策等」

となっています。

　省令は2001年に性能規定化され，

具体的な内容については，法的な強制

力を持たない解釈基準として記述され

ます。たとえば第8章第5節第83条の

解釈基準には次のような三つの記述が

あり，この三つが，現在の基準におけ

る車両火災対策の中心的な内容といっ

てよいかと思います。

　一つ目は車両の難燃構造および車両

に用いられる材料の燃焼性に関する記

述です。材料の燃焼性については「不

燃性」，「極難燃性」，「難燃性」と三つ

ランクを設け，車両の部位（屋根，天

井，床など）および車両の運行形態（地

下鉄，新幹線，モノレールなど）により，

どのランクの材料を使用することがで

きるかを示しています。材料のランク

分けは，図1（a），（b）に示す燃焼試験

（図2）および判定基準により実施され，

たとえば，熱を発生する機器の周囲や，

燃焼拡大への影響が大きいと考えられ

る箇所では使用される材料に要求され

るレベルが高くなります。

　二つ目は初期消火ができる設備とし

図1　省令における鉄道車両用材料の燃焼性判定方法（鉄道車両用非金属材料の試験方法Ⅰ3））
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図2　燃焼試験の様子
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て，機関車，旅客車，乗務員が乗務す

る貨車への消火器の設置に関する記述

です。

　三つ目は，車両間の貫通口への扉の

設置です。解釈基準の中で，対象とな

る車両は限定（地下鉄，新幹線など）

されますが，「…車両間には，通常閉

じる構造の機能を有する貫通扉を設け

ること。」と記述されています。これは，

隣接する車両の客室への延焼拡大およ

び煙の流入防止の観点から定められた

ものです。

　このほか，第3節第68条「動力発生

装置等」では，パンタグラフなどの電

気設備や内燃機関，蒸気機関につい

ての火災防止対策が，第4節では第72

条「乗務員室の構造」，第74条「旅客用

乗降口の構造」，第75条「貫通口及び

貫通路の構造」，第76条「非常口の構

造」において，乗客の避難誘導を考慮

した各部の構造が示されています。ま

た，第4節第81条では，車内放送装置，

非常通報装置や非常停止装置，第5節

第84条では寝台車への火災報知設備

の設置と，おもに非常時の乗客と乗務

員の間の連絡について示されています。

　省令における火災対策の基本的な考

え方は次の三項目です。①「車両が出

火源とならないための出火防止対策」，

②「仮に出火しても車両の不燃化等を

図った延焼防止対策」，③「万が一の

火災の場合の避難路確保など被害軽減

対策」。これらは解釈基準の解説に示

されており，上で紹介した内容はこの

考えに基づいています。

　以上の省令の内容は過去の火災事故

を教訓として，その後の原因・対策の

検討を経て徐々に現在の形となったも

のです。以降の章では，火災対策基準

が整備される契機となった戦後の列車

火災事故と，対策として基準のどの部

分に反映されているか，また，現在の

基準がどのように整備されてきたかと

　一つ目は側扉の開放コックに関する

ものです。この事故では，開放コック

の場所が明示されておらず，乗客が自

ら避難することができませんでした。

この教訓から第74条において，非常

の場合，扉を手動で開くことができる

ようにする装置を設け，乗客が容易に

操作できるものであることを求めてい

ます。

　二つ目は乗務員室と客室を隔てる扉

および車両間の貫通扉に関するもので

す。当該の車両では扉が客室側に開く

ようになっていたため避難者が集中し，

乗客が扉を開けて避難することができ

ませんでした。このため，第72条の解

釈基準の中で，「乗務員室と客室との

間に設ける戸は引き戸または開き戸の

場合は乗務員室側に開くもの，もしく

は両側に開くものとする」との規定が

あり，車両間の貫通扉については第75

条で引き戸とすることとされています。

　また，事故当時は木製の車両も多く，

鋼体化が進められるきっかけの一つに

もなりました。内装材についても木材

が主流で，使用材料自体を難燃化する

対策は取られませんでしたが，防炎処

理材料製作の基礎資料を得ることを目

的とした，木製車両の実車燃焼試験4）

が実施されるなど，車両の難燃化のた

めの検討が行われました。

いう点について車両に関連する部分を

中心に紹介します。

桜木町事故（1951年）

　1951年4月24日に発生した「桜木町

事故」（図3）は死者106名，負傷者92

名という大きな被害を出した列車火災

事故で，「国鉄五大事故」の一つとし

て広く知られた事故です。

　事故は，碍
が い し

子交換工事中に誤って切

断され垂れ下がった架線に，進入した

電車のパンタグラフがからまり，車両

屋根との間に生じたアークにより発生

しました。当時の車両には木製の部材

が多く使用されていたため火の回りが

早く，一両目は全焼，二両目も半焼し

ました。

　この事故を教訓として，直流区間を

走る車両については高電圧に対する屋

根の絶縁強化が行われました。これは

現在の省令第68条で「パンタグラフ取

付部を二重絶縁すること」とされてい

ること，第83条で屋根上面の材質が

「難燃性の絶縁材料で覆われているこ

と」と規定されていることなどの背景

となっています。

　また，この事故では乗客の避難がス

ムーズに進まなかったことで被害が拡

大したとされており，現在の省令にも

反映されています。

図3　桜木町事故
出典：運転協会誌，Vol.15，No.5，p.27，1973
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南海電鉄高野線事故（1956年）

　1956年5月7日に南海電鉄高野線の

トンネル内で発生した列車火災事故

（死者1名，負傷者42名）は，車両床

下抵抗器付近から出火し，3両が全焼

したものです。

　この事故を契機として，当時の運輸

省により電車の車両火災対策に関する

一連の通達4）が出されました。この通

達の中では，車両に適用される基準が

走行線区により「A－A様式」（地下鉄

が対象），「A様式」（長いトンネルま

たは多くのトンネルのある区間を走行

する車両が対象），「B様式」（その他

車両）の三つに分類され，様式ごとに，

使用される材料の車両部位別の防火性

能，機器から発生するアークや熱に対

する防護，貫通路の構造や消火器の整

備などが規定されました。この基準は

電車の新製または改造時に適用される

ものでしたが，完了の目安が大都市周

辺で3年，その他の地域で6年と具体

的に示され，対策が進められました4）。

地下鉄日比谷線事故（1968年）

　1968年1月27日に発生した「地下鉄

日比谷線事故」（消防士・乗務員の負

傷者11名）は，主抵抗器回路の異常に

より走行中の車両床下から発煙したた

め，乗客を降ろして回送中に駅間で走

行不能となり停止，火勢拡大したもの

です。南海高野線事故後の対策が反映

された，当時もっとも厳しい基準であ

る「A－A様式」を満たす車両が全焼し

たことから，電車の不燃化対策が再検

討されました。その結果，各様式を強

化した「A－A基準」，「A基準」，「B基

準」に改訂する通達4）が出されました。

　また，現在の省令第83条の解釈基

準にある，材料の燃焼試験のうち，「不

燃性」，「極難燃性」，「難燃性」の三段

階のランク分けをする図1の試験方法

が，この時に導入されました。

北陸トンネル事故（1972年）

　1972年11月6日に発生した「北陸ト

ンネル事故」は，全長13 .8kmの北陸

トンネル内を走行中の寝台急行「きた

ぐに」食堂車から出火し，トンネル内

で停止，トンネル内に充満した煙とガ

スにより死者30名，負傷者714名の

被害を出した事故です。

　事故後には，旧国鉄の鉄道技術研究

所により実車を使用した燃焼試験が行

われました1）。この時の試験は複数の

定置での試験（図4（a））の他，狩勝実

験線での走行状態の試験，さらには営

業線である宮古線猿峠トンネル内での

走行状態での試験（図4（b））も行われ

る大規模なものでした。

　この試験結果や他の検討結果をもと

に，旧国鉄において当該食堂車の使用

停止，車両の難燃構造の強化，消火器

の増備，車内放送設備の改良，寝台車

などに対する煙検知器の設置が行われ

ました。車両以外の面でも，トンネル

防災設備の整備，列車火災時のマニュ

アルの制定が行われ，マニュアルの中

ではトンネル内での火災発生の場合は

走行を続けることが明記されました。

　事故の翌年1973年10月には，運輸省

により，山岳トンネルを運転する車両

の火災対策強化にともなう基準の改正

が行われました。また，電車のみなら

ず客車についても車両の不燃化対策の

充実，強化することが指示されました5）。

　その後，1987年4月1日には旧国鉄

の分割民営化がなされ，それに先立つ

1987年3月2日に運輸省令「普通鉄道

構造規則」が制定され，鉄道車両火災

に関するこれまでの対策もこれに盛り

込まれました。

上越線越後中里駅事故
（1988年）

　この事故は1988年3月30日，走行

中の気動車床下から発火し，一両が全

焼したものです。乗客・乗務員は停車

後に避難することができ死傷者は出ま

図4　北陸トンネル事故後の実車燃焼試験

（a）定置試験 （b）トンネル走行試験
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せんでした。原因はエンジンの排気管

にたまったエンジンオイルが過熱・発

火したことであり，排気管が車体を貫

通して設けられていたため，内装材に

も延焼し全焼にいたりました。

　当時，気動車の火災対策については，

電車の対策基準に準じて実施されてい

ましたが，この事故の後，排気管と車

体間の防熱強化や排気管の室外への設

置など，排気管を中心とした気動車の

難燃構造の見直しが行われました。

　その後2001年には，省令がこれま

での仕様規定から性能規定化され，普

通鉄道構造規則に記述されていた具体

的な内容は解釈基準として引き継がれ

ることとなりました。

韓国大邱地下鉄火災事故
（2003年）

　2003年2月18日に発生した「韓国大
テ グ

邱

地下鉄火災事故」（図5）は国外の事故

ではありますが，この事故を受けて省

令の解釈基準改訂が行われるなど，国

内にも大きな影響を及ぼした事故です。

　事故はガソリンを用いた放火により

起きたもので，大火源の火災であった

点が注目されました。また，放火列車

よりも対向列車の乗客の被害が大き

かったため，避難・誘導の面について

も注目されました。

　それまで，省令の「予想される火災の

発生」は，車両機器などからの万が一

の出火のほか，旅客が持ち込む火源（タ

バコの火やライターなど）および可燃物

（新聞や雑誌の他衣類や手荷物など）を

考慮したもので，車両への放火や災害

などまでは考慮されていませんでした。

　この事故を受けて，ガソリンによる

放火（大火源火災）が想定する火源と

して解釈基準に追加され，それにとも

ない大火源火災において燃焼拡大に

もっとも影響の大きな客室天井の耐燃

焼性の判定を目的として，コーンカロ

リーメーターによる燃焼試験（鉄道車

両用非金属材料の試験方法Ⅱ）が追加

されました。また，客室天井の樹脂材

料が溶融滴下することで炎が残り，燃

焼拡大に寄与することが考えられるた

め，試験方法Ⅰ（図1）について溶融滴

下の判定が加えられました。

今後の展望

　このように国内の火災対策は多くの

悲惨な事故を教訓として，徐々に整備

されてきたものであり，火災件数，火

災による死傷者数の減少につながるな

ど一定の成果を上げています。

　一方で火災は多くの学問領域にまた

がる複雑な分野であり，他の技術分野

に比べると未発達な分野である6）とい

われています。また，1968年に発生

した地下鉄日比谷線の事故で，当時

もっとも厳しい基準を満す車両が全焼

した例や，2003年の韓国大
テ グ

邱での地

下鉄火災のようにそれまで想定してい

なかったガソリンを用いた放火による

大火源の火災発生の例，さらに，最近

ではモバイルバッテリーの発煙が多発

するなど，新たな火源による火災も考

えられます。
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　これらのことから，今後も鉄道車両

火災に関する知見を深め，さまざまな

状況に対応可能な，より良い対策を検

討していくことが重要と考えられます。

　ここでは車両の面から火災対策の変

遷を紹介しましたが，鉄道の火災対策

は避難誘導や排煙など，車両だけでは

なく，駅やトンネルなどの施設や乗務

員に求められる対応など，さまざまな

業務分野および学術分野が相互に関連

しています。

　今後の火災対策の検討を行ううえで

は，これらの分野が連携し，分野横断

的な検討をすることで，より高いレベ

ルの安全につなげることができると考

えています。
（高野純一／車両構造技術研究部

　車両強度研究室）

図5　韓国大邱地下鉄火災後の車内の状況
出典：「消防の動き（385号）」（消防庁）

（https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/h1504_1.pdf）


